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令和２年度  

島根大学教員免許状更新講習 

募集要項 
 

○はじめに 

 島根大学教員免許状更新講習に関する情報は，教師教育研究センターのホームページで随時お知

らせします。各自で定期的に確認してください。 

 

島根大学教育学部附属 教師教育研究センターホームページ 

https://crte.shimane-u.ac.jp/crte-koushin/ 

 

 

島根大学の教員免許状更新講習について，予約～受講完了までの概要を掲載しています。 

更新講習システム（予約のためのシステム）の操作方法については，別紙「更新講習システム利

用の手引き」を併せて参照してください。 

      

更新講習システム利用の手引き 

https://crte.shimane-u.ac.jp/crte-koushin/tebiki/index.html 

 

 

 

島根大学教員免許状更新講習に関するお問合せ・ご連絡は下記までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省ホームページで，修了確認期限を確認できます。 

  URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

 

島根大学 教育学部 附属教師教育研究センター 

WEB：http://crte.shimane-u.ac.jp/ 

〒690-8504島根県松江市西川津町 1060 

TEL：0852-32-6495 FAX：0852-32-9869 

＊ 更新講習担当 平日 9：00～17：00 ＊ 

E-Mail：crte-shimane@edu.shimane-u.ac.jp 

＊両面印刷推奨＊ 

https://crte.shimane-u.ac.jp/crte-koushin/
https://crte.shimane-u.ac.jp/crte-koushin/tebiki/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
http://crte.shimane-u.ac.jp/
mailto:crte-shimane@edu.shimane-u.ac.jp
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1．受講の流れ 

 

 島根大学教員免許状更新講習の予約は，WEB システムからのみ受け付けています。 

 予約から受講までの大まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学：登録完了メール自動送信 

「利用者登録が完了しましたので

お知らせします」 

 

大学：予約完了メール自動送信 

「受講申込が完了いたしましたの

でお知らせします」 

講習受講のための利用申し込み（システムマニュアル参照） 

島根大学教師教育研究センターホームページ内 

「教員免許状更新講習」ページから 

→「教員免許状更新講習システム」の「初めての方はこちら」 

から受講者登録。（※初めて受講の方，2 巡目の更新講習の方） 

講習の予約 

「教員免許状更新講習システム」から，受講したい講習を予約。 

※シラバスで内容を確認してください。 

事前アンケート 登録 

受講申込書 作成 

システムから受講申込書を印刷し，顔写真貼付・押印のうえ， 

学校長等の証明を受けてください。 

受講料 振込 

予約が完了している講習の受講料を振込みください。各金融機関

窓口・ATM・インターネットバンキングからの振込が可能です。 

受講申込書・振込証明書 郵送 

【送付先】〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060 

島根大学 教育学部 附属教師教育研究センター 

更新講習担当 

受講票 作成 

システムから受講票を印刷し，顔写真貼付のうえ，講習当日に 

持参してください。本人確認に使用します。 

講習の受講，修了認定試験，事後評価 

大学：受講決定メール 

職員が受講申込書・振込証明書を

確認後，受講決定します。 

大学：事前連絡メール 

講習ごとに連絡事項をメールで

お知らせします。 

大学：履修証明書 郵送 

履修証明書 受理 

※免許管理者（勤務する学校が所在する都道府県教育委員会）に

確認のうえ，免許の更新手続きを行ってください。 

大学からの連絡は， 

原則としてメールで行います。 

講習の予約後は，こまめにメールの 

チェックをお願いします。 

大学からのメールが受信できるよう

に設定をしてください。 

更新講習システム利用の手引き参照 
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２．教員免許状更新制について 

 

制度の概要等についての詳細は，文部科学省及び勤務している学校の所在地もしくは現在お住まいの地

域の都道府県教育委員会のホームページ等で確認してください。教員免許状の更新のためには，30時間

（必修領域 6 時間，選択必修領域 6 時間，選択領域 18 時間）以上の更新講習の受講とその履修証明書

が必要です。 

＜参考＞ 

☆文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 

☆島根県教育委員会 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/license/shikaku/kyoin_menkyo/menkyokoushin.html 

 

 

３．受講対象者  

 

＜旧免許状＞  教諭・養護教諭・栄養教諭の方 （生年月日） 

昭和 30 年（1955年）4月 2日～昭和 31年（1956年）4 月 1日 

昭和 40 年（1965年）4月 2日～昭和 41年（1966年）4 月 1日 

昭和 50 年（1975年）4月 2日～昭和 51年（1976年）4 月 1日 

修了確認期限 

2021 年 3 月 31 日 

受講・申請期間 

2019 年 2 月 1 日～ 

2021 年 1 月 31 日 

昭和 31 年（1956年）4月 2日～昭和 32年（1957年）4 月 1日 

昭和 41 年（1966年）4月 2日～昭和 42年（1967年）4 月 1日 

昭和 51 年（1976年）4月 2日～昭和 52年（1977年）4 月 1日 

修了確認期限 

2022 年 3 月 31 日 

受講・申請期間 

2020 年 2 月 1 日～ 

2022 年 1 月 31 日 

★受講対象年度外に更新された方・期限の延長をされた方は，上の表のとおりとは限りません。 

修了確認証明書や延長証明書等を確認し，ご自身で受講・申請期間を管理してください。 

 

  ＜新免許状＞（平成 21 年 4月 1日以降に初めて教員免許状を授与された方） 

          教諭・養護教諭・栄養教諭の方 （有効期間満了の日） 

有効期間の満了の日 受講・申請期間 

2021年 3月 31 日までの方 2019年 2月 1日～2021年 1月 31日 

2022年 3月 31 日までの方 2020年 2月 1日～2022 年 1月 31日 

※新免許状の場合，有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は，その最も遅く満了するものが，

全ての免許状の有効期間となります。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/license/shikaku/kyoin_menkyo/menkyokoushin.html
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 更新講習の受講対象者は，前ページの条件に加え，以下の（1）～（12）に該当する者です。 

 

（1） 現職教員（校長，副校長，教頭を含む。ただし，指導改善研修中の者を除く） 

（2） 実習助手，寄宿舎指導員，学校栄養職員，養護職員 

（3） 教育長，指導主事，社会教育主事，その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関 

する指導等を行う者 

（4） （3）に準ずる者として免許管理者が定める者 

（5） 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 

（6） （1）～（5）に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 

（7） 教員採用内定者 

（8） 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されて 

いる者 

（9） 過去に教員として勤務した経験のある者 

（10） 認定こども園で勤務する保育士 

（11） 認可保育所で勤務する保育士 

（12） 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士 

 

※ 教員免許状を所持していても，上記に該当しない方は更新講習を受講することはできません。 

※ 修了確認期限については，文部科学省ホームページでご確認ください。 

  URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

※ 既に一度更新をされた方で，受講対象期間外に更新された場合は，更新修了証明書でご自身の

受講・申請期間を管理してください。 

※ ご自身の受講資格の有無等，詳細については免許管理者（各都道府県の教育委員会）へ確認く

ださい。 

※ 島根大学では，受講対象者であるかどうかの判断・確認はできません。 

 

４．講習の領域と必要時間数 

 

1講習あたり，認定時間を 6時間としています。 

必修領域→6時間（1講習），選択必修領域→6時間（1講習），選択領域→18 時間（3講習） 

※認定時間数が異なる講習もありますので，詳細は教師教育研究センターホームページのシラバス

（講習一覧から閲覧できます）で確認してください。 

 

★選択領域について 

お持ちの免許状の種類によって選択領域の講習は受講できるものが異なります。詳細は下記のホ

ームページで確認してください。 

 

文部科学省 教員免許更新制 教員免許更新制とは？－解説とＱ＆Ａ－ 

【３】免許状更新講習の受講について 

URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315296.htm 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315296.htm
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５．講習の予約申し込み（仮予約） 

 

島根大学が開催する講習の詳細については，教師教育研究センターのホームページで確認してく

ださい。また，更新講習に関するお知らせ・注意事項等についても，同ホームページに随時掲載し

ますので，定期的に確認してください。 

 

更新講習の予約申し込みは，インターネット上「更新講習システム」からの予約のみ受け付けて

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「更新講習システム」からログインし，予約を行ってください。（※予約は先着順です。） 

推奨ブラウザ：Internet Explorer 11，Microsoft Edge 

※スマートフォン，タブレットは動作保証対象外です。予約時，エラーが起こる場合があります。 

 

システムの利用時間は６：００～２７：００です。それ以外の時間帯は利用できませんので、ご

注意ください。 

なお，操作方法の詳細については，ホームページ上にシステム利用の手引きを掲載しております

ので，そちらでご参照ください。 
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６．講習予約期間と申込手続き完了期限 

 

 島根大学の更新講習の開催時期は，例年６月～１２月半ばです。 

 講習の予約期間は，各講習の開催日の１か月前まで，申込手続き完了期限（更新講習システムで

の予約後，受講料納入・受講申込書送付まで）は予約後２週間以内です。 

 講習予約期間最終日にシステムで予約をされた方は，講習開催日２週間前が手続き完了期限とな

ります。早目の手続きをお願いいたします。  

 

７．受講料 

 

 受講料は， 1時間 ＝ 1,000円 が基本です。 

 金融機関窓口，ＡＴＭ，インターネットバンキングのいずれかの方法で納入してください。各種

金融機関の窓口での払い込みを希望される場合，更新講習システムから振込用紙が印刷できます。

（ゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合は，通帳及び印鑑が必要です。現金による振込はできませ

んのでご注意ください。） 

 

必修領域 1講習 6時間 × 1,000円 ＝ 6,000円 

選択必修領域 1講習 6時間 × 1,000円 ＝ 6,000円 

選択領域 1講習 6時間 × 1,000円 ＝ 6,000円 

※ 講習によって受講料が異なる場合があります。ご確認ください。 

※ 別途で教材費など，一部，実費を負担いただくことがあります。 

※ 予約している講習数の金額と振込金額が異なる場合，受講決定の手続きが遅くなりますので， 

受講予定のない講習は早めにキャンセルしてください。 

※ システムでの予約日から２週間以内に申し込み手続き（web 上での講習申し込み・受講料の

納入・受講申込書の送付）を完了してください。 

 

 

 

 

 

 

 

★振込者名を入力する際，名前の前に受講者ＩＤを入力してください。 

（※ご家族の口座等から入金される場合でも，必ず受講する方の名前を入れてください。） 

○同時に複数の講習を申し込まれる場合，合計金額を一括で振り込んで支障ありません。 

○システム上で予約が完了していない講習（キャンセル待ちの講習）の受講料は振り込まないで

ください。（※受講決定が遅くなることがあります） 

○振込手数料は受講者負担になりますのでご了承ください。 

＜振込先＞  

金融機関名 山陰合同銀行 島大前支店 

口座種別  普通 

口座番号  3730057 

口座名義  島根大学（教員免許） 
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８．受講申込書・証明者について 

 

更新講習システムでの予約完了後，システム上で受講申込書が印刷できるようになります。印

刷方法等詳細については，ホームページの「システム利用の手引き」をご参照ください。 

私印の押印と顔写真を貼付の上，証明者記入欄に学校長等の証明（署名及び公印）を受けてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
島根県立松江高等学校 

校長 ○○ ○○ 

公印 

講習後，こちらの住所に履修証明書

を送付します。間違いが無いか必ず

確認してください。 

 

学校長または教育委員会等の

署名・公印 

※私印では受付できません 

証明写真以外の写真，印刷したもの

などでも可 
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証明者の一覧表 

※受講対象者であることの証明者は，受講対象者の区分によって異なります。 

 各都道府県によって，証明者が異なりますので，免許管理者（勤務されている学校／お住まいの都道

府県の教育委員会）へ確認してください。 

 

受講対象者の区分 証明の方法 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員 

（主幹教諭、指導教諭、教諭、 

助教諭、養護教諭、養護助教諭、

栄養教諭、主幹保育教諭、指導保

育教諭、保育教諭、助保育教諭、

講師） 

 

校長（園長）、副校長（園長）、教頭、

実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養

職員、養護職員 

公立学校 

 

校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 

 

校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 

 

校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤

務する学校栄養

職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

※島根県の場合： 

島根県教育委員会（学校企画課） 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校

教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関す

る事務に従事している者 

任命権者の証明 

※島根県内の場合 

：島根県教育委員会（学校企画課）の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者とし

て免許管理者が定める者 

任命権者または雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者 その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者 任用または雇用予定の者の証明 

※島根県の場合 

：島根県教育委員会（学校企画課）の証明 

教員勤務経験者 任用または雇用していた者の証明 

※現在島根県内にお住まいの場合 

：島根県教育委員会（学校企画課）にお尋

ねください 

認定こども園及び認可保育所の保育士 当該施設の長（園長／保育所長）の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤

務する保育士 

当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト登

録者等） 

任用または雇用する可能性がある者の証明 

※講師登録をされている場合は，登録先の

教育委員会の証明 

※島根大学では，証明先の確認及び受講対象者であることの確認・判断はできません。 
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９．受講申込書・振込証明の送付（本申込） 

 

 申込書の裏面に，振込証明を貼付の上，下記送付先宛に送付してください。 

  

【振込証明について】 

 ○ＡＴＭ入金の場合 → 振込明細表のコピー 

 ○インターネットバンキングの場合 → 入金した日付，氏名及び金額が分かるページの印刷 

 ○窓口入金の場合 → 振込金証明書（Ⅲ票；システムの振込用紙で入金された場合） 

※領収書等は発行しておりませんので，ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

○封筒の表面に， 教員免許状更新講習 受講申込書在中 と朱書きしてください。 

 ○申込書は折り曲げていただいて支障ありません。 

 ※受講者ＩＤを入力し忘れた場合は，利用明細票のコピーに，受講者ＩＤを加筆してください。 

 ※利用明細票の本紙は各自で必ず保管してください。 

 

 

１０．受講決定（本申込完了） 

 

 受講申込の内容確認及び受講料入金の確認ができ次第，センターのスタッフがシステム上で受講

決定の手続きを行います。 

受講決定が完了しますと，登録されているメールアドレスに受講決定通知メールが送信され，更

新講習システム上でステータスが「受講決定」に変わります。（メールが届かない場合でも，シス

テムログイン後の画面で受講決定の確認ができれば支障はありません） 

受講決定後，書面での通知等（受講票は送付しません）はありません。 

 

※受講申込書に不備等があった場合，システムで登録いただいている連絡先（自宅・携帯電話・勤

務先）に確認の連絡をさせていただくことがありますので，あらかじめご承知おきください。 

 

 

 

 

＜受講申込書送付先＞ 

〒690-8504 

島根県松江市西川津町 1060 

島根大学 教育学部附属 教師教育研究センター 
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１１．受講のキャンセル 

 

 予約した講習をキャンセルしたい場合は，以下の手順に従って手続きを行ってください。 

 ※返金については，講習前日までのお申し出（キャンセルメール送信）に限ります。 

当日以降のお申し出については欠席扱いとなり，返金ができませんのでご注意ください。 

 

受講料納入前かつ予約受付期間中 更新講習システム上でキャンセル 

上記以外の場合 
キャンセル連絡用のメールアドレスに必要事項

を記入の上，送信してください。 

 

○受講料納入前かつ予約受付期間中（講習開催 1か月前まで）のキャンセル 

更新講習システムにログインし，受講キャンセルを行ってください。 

詳細な手続き手順については，ホームページ上のシステム操作マニュアルを参照してくださ 

い。 

 

 ○上記以外のキャンセル方法    

   予約受付期間終了後または受講料納入後の場合，ご自身でのキャンセルはできません。 

教師教育研究センターのホームページから，キャンセル連絡用メールアドレス宛に必要事項 

を記入の上，送信してください。 

センターのスタッフがメールを確認後，キャンセルの手続きをします。 

詳細については，教師教育研究センターのホームページ「受講のキャンセル」の項目をご参 

照ください。 

 

 

 【返金について】 

  返金を伴う受講のキャンセルをされた方は，教師教育研究センターホームページ内，「受講の 

キャンセル」の項目の中にある，「受講料の返還」の項目を確認してください。 

返金に係る書類をメール添付もしくは郵送で送付します。メールや郵便物をこまめにご確認く 

ださい。 

書類を受け取られましたら，送付期限日までに必要事項の記入・押印の上，教師教育研究セン

ターへ郵送してください。 

なお，書類に不備があった場合，システムで登録されている連絡先（職場・自宅・携帯電話等）

に確認の連絡をさせていただきます。あらかじめご了承ください。 

 

 ※返金の際の振込手数料は請求者の負担になります。 

※必要書類受領後は，速やかに手続きをお願いします。 

 

 

 



－12－ 

１２．講習当日に向けての準備 

 

○ 受講票の準備  

   更新講習システム上で受講決定になると，システムから受講票が印刷できるようになります。 

当日朝の受付及び試験時間中の本人確認のため，顔写真を貼り付けて持参してください。 

顔写真は証明写真以外（印刷したもの等）も可です。講習後は各自お持ち帰りください。 

※島根大学からの受講票の送付は行っておりません。各自で印刷の上，持参してください。 

※受講票は教育委員会への免許更新の申請に必要な書類ではありません。 

  

○ シラバスの確認（事前課題・持参準備物等）   

   事前課題や持参いただくものがある講習や，服装の指定をさせていただいく講習もあります。 

   必ず事前に確認してください。 

 

○ 傷害保険等への加入（任意）・熱中症および温度調整対策  

   受講される講習が実技や実験・実習を伴う場合，必要に応じて個人で傷害保険に加入される

など，事前に対応いただくようお願いします。 

   夏季期間中の講習受講の際は，熱中症などに注意し，水分補給を十分にできるよう各自で準

備してください。野外学習，運動を伴う講習を受講される際には，特に対策をお願いします。 

   また，講習会場の空調が効きすぎる・効きにくくなる場合があります。衣類・飲み物等で各

自調整いただくよう，お願いします。 

 

○ 事前案内メールの確認  

   講習開催日の１０日前頃を目安に，事前案内メールを送付します。 

   更新講習システムに登録されたアドレス宛にお送りしますので，パソコンからのメールが受

信可能なアドレスの登録と，大学のアドレス２件・ドメイン１件からのメール受信設定をお願

いします。（Gmail や Yahoo!メール等のフリーメールのアドレスはパソコンからのメールが受

信可能です。） 

※事前案内メールが届かない場合でも，システム上で受講決定になっていることが確認でき

れば，申込状況に不備はありません。 

 

○ 講習会場について  

   講習会場へのアクセスについて等は，教師教育研究センターのホームぺージでご確認くださ

い。また，駐車場の有無等については各会場へ直接お問い合わせください。 

   松江キャンパスへお越しの際は，公共交通機関の利用にご協力ください。 

    

○ 昼食について  

昼食は各自で準備してください。会場付近の飲食店等については各自でお調べください。 

教室内での飲食の可否については，当日，担当スタッフからお知らせします。 

一部会場では当該施設の食堂利用が必須となる場合があります。シラバスをご確認ください。 
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○ 当日朝の受付  

  講習当日は，８時４０分から受付を開始します。 

 受付場所は各講習で異なりますので，ご注意ください。 

 

  ＜松江キャンパスの場合＞ 

  松江キャンパス内に限り，正門からの案内板を立てております。それに沿ってお進みください。 

＜松江キャンパス以外の会場＞ 

基本的に会場となっている教室の前，もしくは教室内で行います。 

 

○ 講習の開始  

  ９時から連絡事項等の説明，９時１０分から講義を開始します。 

  受付を済ませた後，９時までに着席してください。 

  当日の状況によっては，開始時間が前後する場合もあります。あらかじめご了承ください。 

 

 

１３．遅刻・欠席 

 

 講習開始時刻から３０分以上遅刻した場合，いかなる事由においても受講ができません。 

 前日までにキャンセルの申し出がなく当日連絡がとれない場合，及び３０分以上の遅刻について

は欠席（当日キャンセル）とみなし，受講料は返還しません。 

 前日までにキャンセルの申し出（キャンセルメールの送信）があった場合は，受講料を返還しま

す。詳細は「１１. 受講のキャンセル」を確認の上，所定の手続きを行ってください。 

 

 

１４．講習の中止 

  

以下の場合は，講習の開催を中止します。 

・台風等の自然災害 

・講師・会場都合等 

・講習の予約人数が５名未満の場合（隠岐会場を除く） 

 

【自然災害等による講習の中止の場合】 

教師教育研究センターのホームページでお知らせします。 

原則として講習の振替日は設けませんので、あらかじめご了承ください。 

 

【予約人数が講習開催人数（５名）未達の場合】 

 予約期間終了後，講習の中止が決定した時点で個別にご連絡を差し上げます。 

講習中止決定後の手続きにつきましては，教師教育研究センターから連絡を差し上げます。 
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１５．認定結果通知及び履修証明書の送付 

 

講習実施日から２ヶ月以内に，履修認定結果を「教員免許状更新講習システム」上でお知らせす

るとともに，修了認定された方には「履修証明書」を普通郵便で送付します。 

送付先は，更新講習システムで登録された連絡先（住所）です。 

登録されている住所に誤りがある場合や，転居後の転送設定をされていない場合，履修証明書が

届きませんので，ご注意ください。 

※個別の事前発送等には対応できません。 

ご自身の修了確認期限／有効期間の満了日に余裕をもった受講計画を立ててください。 

※１１月以降の講習については，１月３１日の申請締切日に間に合うように送付します。 

履修証明書は，教員免許状更新講習の修了確認の認定申請の際に必要になりますので，大切に保

管してください。 

 

履修証明書の発送後，教師教育研究センターのホームページに送付日・講習名を掲載します。 

採点や発送準備の関係で，送付順が開催日程と前後することもあります。ご了承ください。 

 

※修了確認の認定申請は免許管理者（勤務する学校等が所在する都道府県の教育委員会）に対し

て行う必要があります。島根大学にお問い合わせいただいても対応しかねますので，申請方法

等詳細については，免許管理者に直接お尋ねください。 

 

 

１６．履修証明書の再発行 

 

履修証明書を万が一紛失された場合は，再交付の手続きを行ってください。 

履修証明書再交付は，2020年 10月から順次受付します。 

再交付申請書を，教師教育研究センターのホームページ上に掲載しております。ダウンロードし，

必要事項を記入の上，下記まで送付してください。（発行まで２０日程度かかります） 

 ※返信用封筒（長形 3号程度の定型封筒）に宛先を記載し，404 円分の切手（簡易書留）を貼っ

てください。 

 

 ○ 再交付申請書様式・記入例掲載場所 

  島根大学教師教育研究センターのホームぺージ内，「教員免許状更新講習」のバナーから， 

「履修証明書」の項目の中にある「履修証明書の再発行」に進んでください。 

 

 

 

 

 

【送付先】〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060 

島根大学 教育学部 附属教師教育研究センター 

教員免許状更新講習履修証明書再交付依頼と朱書きしてください。 
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１７．配慮を必要とする方の受講 

 

 障がいをお持ちの方，妊産婦の方をはじめ，受講に際して何らかの配慮が必要な方は，受講者情

報登録の備考欄に記入していただくか，事前アンケートに記入してください。記入する際は，現在

のご自身の状態と必要な配慮について，可能な範囲での詳細な記載をお願いします。 

 

 ＜過去の例＞・妊娠中で気分が悪くなることがあるため，出入口に近い席を希望します。 

       ・車椅子で受講をするため，出入り口付近の席を希望します。 

       ・昼休みの時間帯に授乳をします（子どもは家の者が連れてきます）ので，授乳が 

できる部屋があれば使わせていただきたいです。 

  

また，障がいに関する配慮等については，配慮の内容についての検討や準備に時間を要する場合

がありますので，講習開催２か月前を目安に，教師教育研究センターへご相談ください。 

 配慮の内容については，可能な限り対応しますが，設備等の関係でご希望に応えられない場合も

ありますので，ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問合せ・連絡先≫ 

島根大学 教育学部 附属教師教育研究センター 

WEB：http://crte.shimane-u.ac.jp/ 

〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060 

TEL：0852-32-6495 FAX：0852-32-9869 

＊ 更新講習担当 平日 9：00～17：00 ＊ 

E-Mail：crte-shimane@edu.shimane-u.ac.jp 

http://crte.shimane-u.ac.jp/
mailto:crte-shimane@edu.shimane-u.ac.jp

